
■横浜市における交通計画策定の経緯

Ｈ１７．７～１９．３ 横浜の新しい交通政策検討委員会 Ｈ１９．３ 横浜市地域公共交通会議設置

Ｈ２０．３ 横浜都市交通計画策定
Ｈ２０．７ 横浜市交通政策推進協議会設置

Ｈ２２．１２ 中期４か年計画（2010～2013）
【次世代の総合的な交通体系の構築に向けた検討】

Ｈ２３．１２ 鉄道部会、バス交通部会設置
Ｈ２４．１２ 地域交通部会設置
Ｈ２５．１ モビリティマネジメント推進部会設置 Ｈ２５．３ 都市計画マスタープラン改定

【誰もが移動しやすい交通の実現】

Ｈ２３．１２～２６．１ 次世代の総合的な交通体系検討会

Ｈ２６．２ 横浜市における鉄道を軸とした
交通体系について

Ｈ２６．１２ 中期４か年計画（2014～2017）
【地域の公共交通維持・充実】

Ｈ２８．７～３０．８ 交通政策推進協議会計画改定部会

Ｈ３０．１０ 横浜都市交通計画改定
【誰もが移動しやすい地域交通の実現】

Ｈ２８．５ 計画改定部会設置

Ｈ３０．１０ 中期４か年計画（2018～2021）
【地域交通の維持・充実】

Ｈ２５．１２ 交通政策基本法施行

Ｈ２６．１１ 改正活性化再生法施行

Ｈ１９．１０ 地域公共交通活性化再生法施行

Ｒ２．１１ 改正活性化再生法施行地域公共交通計画の策定が努力義務化

Ｈ２８．４ 交通政策審議会答申（第１９８号）
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■横浜市における交通体系整備の経緯

横浜市の交通政策
を網羅的に記載



■地域公共交通計画の法定の記載事項

令和２年１２月２１日
交通政策推進協議会 資料９

法定の記載事項 留意点 【参考】横浜都市交通計画

①基本的な方針
【法§５②Ⅰ】
【基本方針二1(1)】

地域が目指すべき将来像とともに、その中で公共交
通が果たすべき役割を明確化した上で、公共交通の
活性化及び再生に向けた取組の方向性を記載。

基本方針１～３（市民生活の質向上に
つながる交通政策、都市の成長を支え
魅力を高める交通政策など）

②計画の区域
【法§５②Ⅱ】
【基本方針二1(2)】

住民の通勤、通学、買物といった日常生活に関して
形成される交通圏を基本とし、個別・局所的になら
ないよう留意。
市町村の行政区域中に複数の交通圏が存在する場
合には、単独で又は他の地方公共団体と共同して、
複数の地域公共交通計画の作成が可能。

横浜市域

③計画の目標
【法§５②Ⅲ】
【基本方針二1(3)】

可能な限り具体的かつ明確な目標を設定する必要
がある。
※目標（定性的な記載）
地域が自らの目指す方向性を具体的な数値目標と
して明示することが重要。
※数値指標（定量的に設定）及び選定した理由
※目標値・具体の数値・年次、及び選定した理由

政策目標を記載

※定性的な記載であり、具体的な数値
目標については未記載

④事業・実施主体
【法§５②Ⅳ】
【基本方針二1(4)】

計画区域における地域公共交通を一体的に計画の
対象とした上で、目標達成のために提供されるべき
地域旅客運送サービスの全体像を明記することが
重要。

※地域の交通・移動支援パンフレットに、
バス、タクシー、その他の移動サービス
について記載

⑤達成状況の評価
【法§５②Ⅴ】
【基本方針二1(5)】

達成状況の評価時期は原則として、毎年度、計画に
定められた施策の実施状況に関する調査、分析及び
評価を行うこととする。

※政策目標ごとの主な施策・事業につ
いて、所管課に実施状況を確認

⑥計画期間
【法§５②Ⅵ】
【基本方針ニ1(6)】

原則５年程度（ただし、計画目標や地域の実情等を
踏まえ、柔軟な設定も可能）。

目標年次：令和12（2030）年頃
※当初計画（平成20年3月）では｢概ね５
年経過後を基本に必要な見直し｣とした

⑦その他、地域公共交通計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認め
る事項【法§５②Ⅶ】

（国土交通省資料を基に作成） （横浜都市交通計画等を基に作成）



■法定協議会の概要

令和２年１２月２１日
交通政策推進協議会 資料９

法定協議会 【参考】横浜市交通政策推進協議会

根拠法令等
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
（第６条）

横浜市交通政策推進協議会 運営要綱

主宰者
地方公共団体
（市町村（複数可）又は都道府県）

横浜市

目的
地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要
な協議

（１）公共交通を含め様々な交通施策のあり方と
その方向性に関する事項

（２）「横浜都市交通計画」などの本市交通施策の
推進に関する事項

（３）前号までに掲げるもののほか、事務局が必
要と認める事項

対象となる交通モード 多様な交通モード 多様な交通モード

構成員

・地域公共交通計画を作成しようとする地方公共
団体

・関係する公共交通事業者等、自家用有償旅客
運送者、道路管理者、港湾管理者その他地域公
共交通計画に定めようとする事業を実施すると見
込まれる者

・関係する公安委員会及び住民、高齢者や障害
者を含む地域公共交通の利用者、学識経験者そ
の他の当該地方公共団体が必要と認める者

・横浜国立大学教授
・市民
・横浜商工会議所
・東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
・東急電鉄株式会社、
・一般社団法人神奈川県バス協会
・一般社団法人神奈川県タクシー協会横浜支部
・国土交通省関東運輸局
・国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
・神奈川県警察本部
・横浜市都市整備局、道路局
・モビリティマネジメント推進部会長
・地域交通部会長
・バス交通部会長
・鉄道部会長

（協議会名簿等を基に作成）（国土交通省資料を基に作成）




